
（
別
紙
）

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
抜
粋
）

（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）

第
一
編

関
係
法
律
の
一
部
改
正

第
十
章

文
部
科
学
省
関
係

（
宗
教
法
人
法
等
の
一
部
改
正
）

第
二
百
十
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

一

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
三
号

二
～
四

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
・
二

（
略
）

（
参
考
）
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）

内
閣
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。



○
宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
（
第
二
百
十
五
条
関
係
）

改

正

後

現

行

（
役
員
の
欠
格
）

（
役
員
の
欠
格
）

第
二
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

第
二
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

代
表
役
員
、
責
任
役
員
、
代
務
者
、
仮
代
表
役
員
又
は
仮

代
表
役
員
、
責
任
役
員
、
代
務
者
、
仮
代
表
役
員
又
は
仮

責
任
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

責
任
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る

る
ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の

ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

者
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